
秋田県中小企業団体中央会

退職金共済規程

第１章 総 則

（目 的）

第 １ 条 こ の規程は 、 秋 田県中小企業団体中央会 （ 以下 「 中央会 」 と い う 。 ） が 、 中小企

業者の相互扶助の精神に基づ き 、 主 と し て中小企業の従業員につい て実施す る退

職金共済の内容及びそ の業務の方法について定め る こ と を 目 的 とす る 。

（定 義）

第 ２ 条 こ の規程において 「 退職 」 と は 、 従 業員について 、 法 人又は個人の事業主 （ 以

下 「 事業主 」 と い う 。 ） と の 雇用関係が終了す る こ と を い う 。

２ ． こ の 規程 におい て 「 共 済契約 」 と は 、 事業主が中央会に掛金を納入す る こ と を約 し 、

中 央会がその事業主の雇用す る従業員の退職につい て 、 こ の規程の定め る と こ ろ

に よ り 、 退 職一時金 、 死亡退職一時金又は退職年金 （ 以 下 「 退 職金 」 と い う 。 ） を 支

給す る こ と を約 す る 契約 をい う 。

３ ． こ の 規程 におい て 「 共 済契約者 」 と は 、 中央会 と 共済契約を締結 し た事業主を い う 。

４ ． こ の 規程 におい て 「 被 共済者 」 と は 、 共済契約に よ り 、 中 央会 がその者の退職につ

い て退職金を支給すべ き者 をい う 。

５ ． こ の 規程 におい て 「 受 給者 」 と は 、 こ の規程 の定め る と こ ろ に よ り 、 退職年金を受給

中の者を い う 。

６ ． こ の 規 程において 「 掛金 」 と は 、 共済契約に基づ き加入 し た被共済者で あ る期間

において共済契約者が払い込む掛金を い う 。

７ ． こ の 規程 におい て 「 掛 金納入期間 」 と は 、 被 共済者につ き共済契約者が中央会に

掛金を払い込む期間を い う 。

８ ． こ の 規程 におい て 「 過 去勤務期間 」 と は 、 被 共済者 と な っ た日 の前日 まで共済契

約者の下で引 き続 き勤務 し た期間 を い う 。

９ ． こ の 規程 におい て 「 過 去勤務通算期間 」 と は 、 過 去勤務期間の う ち 退職金の額の



計算に含め る期間 をい う 。

10． こ の 規程 におい て 「 過 去勤務一括掛金 」 と は 、 次 に掲げ る額 を い う 。

（ １ ） 過 去 勤務通算期間に対応す る掛金 と し て中小企業退職金共済法第 １ ７ 条第

１ 項の規定に よ り 独立行政法人勤労者退職金共済機構か ら引 き渡 され る 額

（ ２ ） 所 得 税法施行令第 ７ ３ 条第 １ 項 第 ７ 号ハ （ ３ ） に 規 定す る契約に基づ き他 の

特定退職金共済団体 （ 所得税法施行令第 ７ ４ 条 の規定に基づ き税務署長の承

認を受け た団体を い う 。 以下同 じ 。 ） か ら 引 き渡 され る 額

11． こ の 規程 におい て 「 反 社会的勢力 」 と は 、 暴力団 、 暴 力団員 （ 暴力団員でな く な っ

た日か ら ５ 年 を 経過 し ない者 を含む 。 ） 、 暴 力 団準構成員 、暴 力団関係企業その他

の反社会的勢力 を い う 。

第 ２ 章 契約 の成立等

（契約の締結）

第 ３ 条 共済契約は 、 中 央会の地区内に事業所を有す る事業主で なければ締結す る こ と

が で き ない 。 地区内に本店を有 し 、 地区外に支店を有す る事業主又は地区内に支

店 を有 し 、 地区外に本店 を有す る事業主は 、 本 支店 を含 めて共済契約を締結す る

こ と が で き る 。 た だ し 、 中 央会が特別の事情が あ る と 認め る者につい ては こ の限 り で

な い 。

２ ． 共 済契約の締結にあ た っ て は 、 共済契約の掛金の額 、過 去勤務一括掛金の額又

は退職金の額に関 し て 、 共 済契約者は被共済者の う ち 特定の者につ き不当に差別

的 な取扱 を し ては な ら ない 。

３ ． 共 済契約者は次の各号に掲げ る者 を除 き 、 全 ての 従業員につい て被共済者 と し な

け れば な ら ない 。 た だ し 、 新 た に被共済者 と な る者 につい ては年齢満 １ ５ 歳以上満

６ ５ 歳未満の者に限 る 。

（ １ ） 現 に こ の 共済契約の被共済者であ る者

（ ２ ） 他 の特定退職金共済団体の被共済者で あ る者

（ ３ ） 共 済契約者で あ る 個人又は こ れ と生 計 を一にす る親族

（ ４ ） 共 済 契約者であ る 法人 の役員 （ 法人税法第 ３ ４ 条 第 ５ 項 に定め る使用人 と し



ての職務を有す る役員 を除 く 。 ）

（ ５ ） 被 共済者にな る こ と に反対す る意思 を表明 し た者

（ ６ ） 被 共 済者が偽 り その他不正行為に よ っ て退職金若 し く は解約手当金等の支

給を受け又は受け よ う と し た こ と に よ り 共 済契約 を解除 さ れ 、 そ の解除の日か ら

３ 年 を 経過 し な い者

４ ． 前 項の規定にかかわ ら ず 、 共 済契約者は次の各号に掲げ る者 につい て被共済者

と し な い こ と が で き る 。

（ １ ） 期 間 を 定め て雇用 さ れ る者

（ ２ ） 試 みの雇用期間中の者

（ ３ ） 季 節的業務に雇用 さ れ る者

（ ４ ） 常 時勤務に服す る こ と を 要 し な い者

（ ５ ） 所 定労働時間の特に短い者

（ ６ ） 休 職期間中の者又は こ れに準ず る者

（ ７ ） 共 済契約者の退職金規程等に よ る 退職金の支払勤続年数に満 た ない者

（指定金融機関）

第 ４ 条 共済契約に関す る業務の う ち次 の各号に掲げ る も のは 、 中央会の指定す る金融

機関 （ 以 下 「 指定金融機関 」 と い う 。 ） に 委 託す る も の と す る 。

（ １ ） 退 職金共済契約申込書の受理及び申込金の収納

（ ２ ） 掛 金の収納

（ ３ ） 退 職金及び解約手当金の支払

（ ４ ） そ の他共済契約に関す る金銭の収納及び支出

２ ． 前 項の金融機関の指定につい ては 、 理 事会の議 を経なけ ればな ら ない 。

（掛 金）

第 ５ 条 掛金は 、 被共済者ご と に月額 を定め る も の と す る 。

２ ． 前 項の掛金は 、 共済契約者が全額 を負担 し な ければな ら ない 。

３ ． 掛 金月額は 、 被共済者 １ 人 につ き １ ， ０ ０ ０ 円 を １ 口 と し 、 ３ ０ 口 ま で と す る 。

４ ． 掛 金 と し て払 い込 まれ た額及び過去勤務一括掛金の額 （ その 運用に よ る利 益 を含



む 。 ） は 共済契約者に返還 し な い 。

（契約の申込）

第 ６ 条 共済契約の申込は 、 被共済者 と な る べ き者 の意に反 し て行 って は な ら ない 。 申

込 をす る と き は 、 被共済者 と な る べ き 者の氏名及び掛金月額を記載 し た所定の書

類に被共済者の同意印 を取付けの う え 、 こ れ を 中央会に提出 し な ければ な ら な い 。

２ ． 掛 金月額に相当す る申込金は 、 指定金融機関に納入 し な ければな ら な い 。 申込

金が納入 さ れ ない と き は 、 共 済契約の申込がなか っ た も の と す る 。

３ ． 申 込金は 、 共済契約が効力を生 じ る日 の属す る月の掛金に充当す る 。

（契約の成立）

第 ７ 条 こ の共済契約は 、 中央会がその申込を承諾 し た と き は 、 申込金が納入 さ れ た翌

月 １日 におい て成立 し た も の と み な し 、 か つ 、 そ の日 か ら 効力 を生ず る 。

２ ． 中 央会は 、 共済契約の成立後遅滞な く 、 共済契約者に退職金共済証を交付す る

も の と す る 。

３ ． 共 済契約の申込の承諾の通知は 、 退職金共済証の交付 を も っ て こ れ に代 え る も の

と す る 。

４ ． 共 済契約が成立 し た と き は 、 共済契約者は 、 遅 滞な く そ の旨 を被共済者に通知 し

な ければな ら ない 。

第 ３ 章 掛金の納入

（掛金の納入）

第 ８ 条 共済契約者は 、 共済契約が効力を生 じ た日 の属す る月 か ら被共済者が退職 し

た日 、 又は共済契約が解除 さ れ た日の属す る月 ま で の各月につ き 、 毎 月分の掛金

を中央会の指定す る日 ま でに納入 し な ければ な ら な い 。

２ ． 掛 金は指定金融機関に納入 し な ければな ら ない 。

３ ． 毎 月分の掛金は 、 分 割 し て納入す る こ と が で き ない 。



第 ４章 退職金の支給

（退職一時金の支給）

第 ９ 条 被共済者が死亡以外の事由に よ り 退 職 し た と き は 、 退職一時金 を支給す る 。

２ ． 退職一時金額は 、 加 入口 ご と に掛金納入期間に応 じ第 ３ 項 に よ り 計 算 し て求め ら

れ る 額 （ 以 下 「 基 本給付額 」 と い う 。 ） の 合計額 と す る 。 た だ し 、 平成 ２ １ 年 １ 月 １ 日

以前に加入 し た者 の退職一時金は 、 上記 で計算 さ れた金額に第 ４項 の調整金を加

算又は減算 し た額 と す る （ １ ０ 円 未満切捨 て ） 。

３ ． 基 本給付額は 、 別 表 １ に定め る 基準掛金を基に別表 １ に定 め る 計算利率を月複利

にて計算 し て得 た額 とす る 。

４ ． 調 整金は 、 別表 １ に定 め る 基準掛金又は計算利率の引下げ又は引上げ を行 った

場合の差額 とす る 。

（死亡退職一時金の支給）

第 １ ０ 条 被共済者が死亡に よ り 退職 し た と き は 、 遺族 に死亡退職一時金 を支給す る 。

２ ． 死亡退職一時金の額は 、 前 条に定め る 退職一時金の額に 、 掛金 １ 口につ き １ ０ ， ０

０ ０ 円 を 加算 し た額 とす る 。

（退職年金の支給）

第 １ １ 条 退職一時金の受給資格者が一時金に代え て年金の支給を希望す る と き は 、 退

職年金を支給す る 。 た だ し 、 次 の各号の いずれかに該当す る場合には 、 第 ９ 条 に定

め る退職一時金の支給に限 る 。

（１） 掛金納入期間（過去勤務通算期間があるときは、これを加算した期間）６０月未満の被共済

者が死亡以外の事由により退職したとき

（２）年金月額が１０，０００円未満となるとき

２ ． 年 金月額は 、 第 ９ 条 に 定め る退職一時金の額 を別表 １ に定 め る 年金現価率で除 し

て 得た額 と す る 。 なお 、 そ の額 に １ 円未満の端数があ る と き は 、 四捨五入 し て １ 円単

位 とす る 。

３．退職年金は１０年間支給したとき給付を終了する。



４ ． 受 給 者が受給開始後 １ ０ 年 を 経過せずに死亡 し た と き は 、 １ ０ 年 ま で の残余期間 、

遺 族に継続 し て 年金 を支給す る 。

（退職金の支給の特例）

第 １ ２ 条 過去勤務一括掛金の引渡 し を 受けた被共済者に係 る退職金の額は 、 前 ３ 条 に

定 め る 額にそれぞれ次の各号の区分に応 じ当該各号に定め る額 を加算 し た額 と す

る 。

（ １ ） 退 職一時金又は死亡退職一時金の支給を受け る と き

次に掲げ る額の合計額

①過去勤務一括掛金× （ １ －別表 １ に 定め る手数料率 ）

② 引渡 し を受 けた と き か ら退 職 ま で の期間につい て 、 ①の額 を基に別表 １ に定

め る計算利率 を月複利にて適用 し て 得た利息相当額

（ ２ ） 退 職年金の支給を受け る と き

前号 で計算 し た額 を 、 別表 １ に定め る年金現価率で除 し て得た額 （ そ の額 に １

円未満の端数があ る と き は 、 四捨五入 し て １ 円単位 とす る 。 ）

（年金に代えての一時金の支給）

第 １ ３ 条 年金の受給資格者又は受給者が年金に代え て一時金の支給を希望す る と き

は 、 そ の者に対す る年金の未支給期間 と 経過期間に対応す る別表 ２ に定め る年金

現価率を年金月額に乗 じ て得た額 （ そ の額に １円 未満の端数が あ る と き は 、 四 捨五

入 し て １ 円 単位 と す る 。 ） を 「 年 金に代 え ての一時金 」 と し て支給す る も の と す る 。

（支給の期日）

第 １ ４ 条 退職一時金又は死亡退職一時金 （ 以 下 「 一 時金 」 と い う 。 ） は 支給事由発生後

すみやかに支給す る 。

２ ． 退 職年金は年 ４ 回 、 ２ 月 、 ５ 月 、 ８ 月及び １ １ 月 の各 １ ５ 日 （ １ ５ 日 が休日の場合は

翌営業日 ） に 、 そ れぞれ年金月額の ３ ヶ 月分 を ま と め て 支給す る 。

（遺族の範囲及び順位）



第 １ ５ 条 第 １ ０ 条 第 １ 項 又は第 １ １ 条第 ４ 項の規定に よ り 退職金の支給 を受け る べ き 遺

族は 、 次の各号に掲げ る者 と す る 。

（ １ ） 配 偶者 （ 届出 を し てい ない が 、 被 共済者の死亡の当時 、事実上婚姻関係 と同

様の事情にあ っ た者 を含む 。 ）

（ ２ ） 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時 、主 と し て そ の

収入に よ っ て 生計 を維持 し てい た者

（ ３ ） 前 号に掲げ る者の ほか 、 被共済者の死亡の当時 、 主 と し て そ の収入に よ っ て

生計 を維持 し て いた親族

（ ４ ） 子 、 父 母 、 孫 、 祖 父母及び兄弟姉妹で第 ２ 号に該当 し な い者

２ ． 退 職金 を受 け るべ き遺族の順位は 、 前 項各号の順位に よ り 、 同項第 ２ 号又は第 ４

号 に掲げ る者 の う ち に あ っ ては同号に掲げ る順位に よ る 。 こ の場合におい て 、 父母

について は養父母 、実 父母の順 と し 、 祖 父母について は養父母の養父母 、養 父母

の実父母 、 実父母の養父母 、 実父母の実父母の順 とす る 。

３ ． 前 ２ 項 の規定に よ り 退 職金 を受 け る べ き 遺族 に同順位者が ２ 人 以上あ る と き は 、 そ

の う ち最 年長者を代表 と す る 。

（退職金の減額）

第 １ ６ 条 中央会は 、 被共済者がその責に帰すべ き次の各号のいずれかに該当す る事

由に よ り 退 職 し 、 か つ 、 共済契約者の申出があ っ た場合におい ては 、 退職金の額

（ 第 １ ２ 条 に係 る 部分 を除 く 。 ） を 減 額 し て 支給す る こ と が で き る 。

（ １ ） 窃 盗 、 横領 、 傷害 その他刑罰法規に触れ る行為に よ り 、 当該企業に重大な損

失を加え 、 そ の名誉若 し く は 信用 を著 し く き 損 し又 は職場規律を著 し く 乱 し た こ と

（ ２ ） 秘 密の漏 えい その他の行為に よ り 職務上の義務に著 し く 違 反 し た こ と

（ ３ ） 正 当 な理由が ない欠勤その他の行為に よ り 、 職務規律を乱 し又は雇用契約に

関 し著 し く 信義 に反す る行為があ っ た こ と

２ ． 前 項の規定に よ る 退職金の減額は 、 共済契約者の申 し 出た額に よ っ て 行 う も の と

す る 。 た だ し 、 中 央会は 、 そ の減額が被共済者に と っ て不当又は著 し く 過大で あ る

と 認め る と き は 、 こ れ を 変更す る こ と が で き る 。

３ ． 第 １ 項 の退職金減額の事由及び前項の減額すべ き金額の認定については 、 退職



金共済審査会の議を経 る も の と す る 。

（退職金減額の申し出）

第 １ ７ 条 共済契約者は 、 前 条第 １ 項の申出 をす る と き は 、 次に掲げ る事項 を記載 し た所

定の書類を中央会に提出 し な ければ な ら ない 。

（ １ ） 共 済契約者の氏名又は名称及び住所

（ ２ ） 被 共済者の氏名

（ ３ ） 減 額の理由 と な る退 職事由

（ ４ ） 減 額すべ き額

２ ． 中 央会は 、 前条第 １項 の規定に よ り 退職金の減額 を行 っ た と き は 、 そ の内容 を共

済契約者に通知す る 。

（一時金の支給手続）

第 １ ８ 条 共済契約者は 、 被 共済者が退職 し一時金の受給を希望 し た と き 又 は被共済者

が死亡 し た と き は 、 遅滞な く中 央会に届け出なければな ら ない 。

２ ． 一 時金 を請求 し よ う と す る者 は 、 所 定の書類に退職金共済証を添付 し て 共済契約

者 を経由 し中央会に提出 し な け ればな ら ない 。

３ ． 中央会は 、 一 時金受取人が指定 し た送金方法に従い 、 遅滞な く 支払 う も の と す る 。

４ ． 中央会は一時金を支払 う 際 、 支払一時金額 、 支払日 、 支 払方法を明記 し た所定の

書類を一時金受取人に送付す る も の と す る 。

５．中央会は、第１６条の規定により一時金の額の減額を行ったときは、前項の所定の書類にそ

の内容を記載するものとする。

（年金の支給手続）

第 １ ９ 条 共済契約者は 、 被 共済者が退職 （ 死 亡に よ る 退職 を除 く 。 ） し 年 金の受給を希

望す る と き は 、 遅滞 な く 中央会に届 け出なければな ら ない 。 た だ し 、 掛金納入期間

（ 過 去勤務通算期間が あ る と き は 、 こ れ を 加算 し た期間 ） ６ ０ 月 未満 の被共済者に

ついては前条を適用す る も の と す る 。

２ ． 年 金 を請求 し よ う と す る 者は 、 所定 の書類に退職金共済証を添付 し て中央会に提



出 し な け ればな ら ない 。

３ ． 中 央会は 、 年金受取人が指定 し た送金方法に従い 、 支給期日 まで に支払 う も の と

す る 。

４ ． 中央会は年金 を支払 う 際 、 支払年金額 、支払日 、 支払方法を明記 し た所定の書類

を年金受取人に送付す る も の と す る 。

５ ． 中 央会は第 １ ６ 条 の規定に よ り 年 金の額の減額を行 った と き は 、 前項の所定の書

類にその内容 を記載す る も の と す る 。

第 ５ 章 過去勤務期間の通算

（過去勤務期間の通算の申込等）

第 ２ ０ 条 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は他の特定退職金共済団体の加入

事業主で あ っ た者が 、 独 立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退

職金共済団体に係 る共済契約を解除 し て 、 直 ち に中央会の共済契約者 と な っ た場

合におい て 、 当該共済契約者は 、 被共済者 と な るべ き従業員につい て 、 独 立行政

法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体におけ る退職金の

計算の基礎 と な っ た期間 を 、 過 去勤務通算期間 と し て 退職金に含め る こ と と す る と

き は 、 中央会に申込を し な ければな ら な い 。

２ ． 前 項の申込 をす る 事業主は 、 被共済者 と し て 適格 であ る 従業員のすべ てについて

行わな ければな ら ない 。

３ ． 第 １ 項 の申込は 、 共済契約の締結時に限 る も の と す る 。

４ ． 第 ６ 条 及び第 ７ 条の規定は 、 第 １ 項 の申込及びその効力につい て準用す る 。

（過去勤務一括掛金の引受け）

第 ２ １ 条 事業主が前条第 １ 項の申込を行 っ た場合は 、 こ の共済契約の共済契約者にな

っ た後 、 直 ちに中央会 を経由 し て独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該

他の特定退職金共済団体に次に掲げ る事項 を記載 し た所定の書類 を提出 し な けれ

ば な ら ない 。

（ １ ） 申 出 を す る 事業主の氏名又は名称及び住所



（ ２ ） 共 済契約者に係 る所得税法施行令第 ７ ３ 条 第 １ 項第 ７ 号ハ （ １ ） 又 は所得税法

施行令第 ７ ３ 条第 １ 項 第 ７ 号 ハ （ ３ ） に 規定す る資産総額に相当す る額 （ 以 下 「 資

産総額相当額 」 と い う 。 ） を 、 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他

の特定退職金共済団体か ら 中央会に引 き渡す こ と を申 出 る 旨

（ ３ ） 独 立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体の名

称及び所在地並びに申出 をす る事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構

又は当該他の特定退職金共済団体 と の共済契約の解除 を し た年月日

（ ４ ） 中 央会 の名称及び所在地並びに申出をす る 事業主が中央会 と 共済契約を締

結 し た年月日

（ ５ ） そ の他参考 と な るべ き事項

２ ． 中 央会は 、 資産総額相当額を過去勤務通算期間に対応す る掛金 と し て一括 し て

独立行政法人勤労者退職金共済機構又は当該他の特定退職金共済団体か ら 引 き

渡 し を 受け る も の と す る 。

第 ６ 章 契約の解除

（契約の解除）

第 ２ ２ 条 中央会又は共済契約者は 、 第 ２ 項 、 第 ３ 項 又は第 ４ 項に規定す る場合 を除い

て は 、 共済契約を解除す る こ と が で き な い 。

２ ． 中 央会は 、 次の各号に掲げ る場合は 、 共済契約を解除す る も の と す る 。 た だ し 、 中

央会が認め る 正当 な理由があ る場合は この限 り で は ない 。

（ １ ） 共 済 契約者が 、 ６ ヵ 月以上掛金の納入を怠 っ た と き

（ ２ ） 共 済 契約者が 、 反 社会的勢力に該当す る と 認 め られ る と き 、 又 は反社会的勢

力に関与 し て い る こ と が認め られ る と き

３ ． 中 央会は 、 次の各号のいずれかに該当す る場合には 、 当該被共済者の共済契約

を解除す る も の と す る 。

（ １ ） 被 共済者が 、 第 ３ 条第 ３ 項第 ３ 号又 は第 ４ 号の規定に該当す る者 と な っ た と き

（ ２ ） 被 共済者が 、 偽 り そ の他不正の行為に よ っ て 、 退職金若 し く は 解約手当金の

支給を受け た と き 又は受け よ う と し た と き



（ ３ ） 被 共済者が 、 反社会的勢力に該当す る と 認 め ら れ る と き 、 又 は反社会的勢力

に関与 し てい る こ と が 認め られ る と き

４ ． 共 済契約者は 、 被 共済者の同意 を得た場合に限 り 、 共済契約 を解除す る こ と が で

き る 。

５ ． 共済契約の解除は 、 将 来に向か っ てのみその効力を生ず る 。

６ ． 第 ２ 項 の正当 な理由の認定につい ては 、 退 職金共済審査会の議を経 る も の と す る 。

（契約解除の手続）

第 ２ ３ 条 中央会は 、 共済契約を解除す る と き は 、 解 除の理由 を附 し て 、 そ の旨 を共済

契約者に通知す る も の と す る 。

２ ． 共 済契約者は 、 共 済契約 を解除す る と き は 、 被共済者の氏名を記載 し た所定の書

類に被共済者の同意印 を取付けの う え 、 退職金共済証を添付 し 、 こ れ を 中央会に

提出 し な ければな ら ない 。

３ ． 第 ３ 条 第 ２ 項及び第 ７ 条第 ４ 項の 規定は 、 共済契約の解除について準用す る 。

（解約手当金）

第 ２ ４ 条 中央会は 、 共済契約が解除 さ れ た と き は被共済者に解約手当金 を支給す る 。

２ ． 解 約手当金の額は 、 第 ９ 条第 ２ 項又は第 １ ２ 条 に定め る 退職一時金の額 と同額 と

す る 。

３ ． 中 央会は 、 第 ２ ２ 条第 ３ 項 第 ２ 号の 規定に よ り 共済契約が解除 され た と き は 、 特 別

の事情があ る 場合 を除 き 、 第 １ 項 の 規定にかかわ らず解約手当金 （ 第 １ ２ 条 に係 る

部分 を除 く 。 ） を 支 給 し ない 。

４ ． 中 央会は 、 前項の規定に よ る特別 の事情があ る場合は 、 解 約手当金 （ 第 １ ２ 条 に

係 る部分 を除 く 。 ） の 額 を 減額 し て支給す る 。

５ ． 中 央会は 、 前項の規定に よ り 解約手当金を支給す る場合は 、 その特別の事情及び

減額すべ き金額の認定につい て 、 退職金共済審査会の議 を経 る も の と す る 。

６ ． 第 １ ８ 条 の規定は 、 解約手当金の請求 、支給及び受領につい て準用す る 。

第 ７ 章 掛金月額の変更



（掛金月額の変更）

第 ２ ５ 条 中央会は 、 共済契約者か ら掛金月額の増加の申込が あっ た と き は 、 被 共済者

１ 人につ き ３ ０ 口 ３ ０ ， ０ ０ ０ 円 を 限度 と し て 、 こ れ を承諾す る も の と す る 。

２ ． 中 央会は 、 共済契約者か ら の掛金月額の減少の申込につい ては 、 被共済者の同

意 を得 た場合で なければ これ を承諾 し な い 。

（掛金納入の中断）

第 ２ ６ 条 中央会は 、 共済契約者か ら掛金納入の中断の申込が あっ た と き は 、 次 の各号

のいずれかに該当す る場合に限 り 、 こ れ を 承諾す る も の と す る 。 た だ し 、 第 １ 号 又は

第 ２号 に該当す る場合は被共済者の同意 、第 ３ 号 に該当す る場合は当該共済契約

者の共済契約にかか る 被共済者全員の同意を得 る も の と す る 。

（ １ ） 被 共済者が長期欠勤者又は休職者 と な っ た と き 。 た だ し 、 次 に掲げ る場合 を除

く 。

①業務上負傷 し 又は疾病に かか り 療養 のため休業 し た場合

②産前産後の女性が労働基準法第 ６ ５ 条 の規定に よ っ て休業 し た場合

③使用者の責めに帰すべ き事由に よ っ て休業 し た場合

④ 育児休業 、介 護休業等育児又は家族介護 を行 う 労 働者の福祉に関す る法

律第 ２ 条第 １ 号 に規定す る育児休業又は同条第 ２ 号 に規定す る介護休業を し

た場合

（ ２ ） 第 ９ 条第 ２ 項 又は第 １ ２ 条 の退職一時金額が 、 被共済者在職中に 、 共済契約

者が定め る退職金規程に基づ く 退 職金額 を超え た と き 又は超 え る こ と が 明 ら か な

と き

（ ３ ） 共 済契約者が現在の掛金を継続す る こ と が著 し く 困 難で あ る と 中央会が認め

た と き

２ ． 共 済契約者は 、 前 項の事情が解消 し た と き は 、 速 やかに掛金納入 を再開 し な けれ

ば な ら ない 。

３ ． 掛 金納入の中断期間は 、 第 ２ 条第 ７項 に定め る 掛金納入期間か ら除 く こ と と す る 。

（掛金月額変更の手続）



第 ２ ７ 条 共済契約者は 、 第 ２ ５ 条 の掛金月額の変更の申込をす る と き は 、 被共済者の

氏名及び変更後の掛金月額 を記載 し た所定の書類に被共済者の同意印を取付 け

の う え 、 退職金共済証 を添付 し 、 こ れ を中央会に提出 し な け ればな ら ない 。

２ ． 中 央会は 、 掛金月額の変更の申込 を承諾 し た と き は 、 遅滞 な く 共済契約者に対 し 、

変 更後の掛金月額を明 ら かに し た退職金共済証を交付 し 、 か つ 、 従 前の退職金共

済証に掛金月額の変更があっ た旨 を記載 し 、 こ れ を 返還す る も の と す る 。

３ ． 第 ３ 条 第 ２ 項 、 第 ７ 条第 １ 項 、 第 ３ 項及び第 ４ 項 の規定は 、 掛金月額の変更につい

て準用す る 。

（掛金納入の中断の手続）

第 ２ ８ 条 共済契約者は 、 第 ２ ６ 条第 １ 項 の掛金納入の中断の申込をす る と き は 、 被 共済

者の氏名及び変更後の掛金月額を記載 し た所定の書類に被共済者の同意印を取

付 けの う え 、 退 職金共済証及び第 ２ ６ 条 第 １ 項 各号に掲げ る事情があ る こ と を明 ら

か に し た書類 を添付 し 、 こ れ を 中央会に提出 し な ければ な ら な い 。

２ ． 中 央会は 、 掛金納入の中断の申込 を承諾 し た と き は 、 遅滞 な く 共済契約者に対 し 、

従 前の退職金共済証に掛金納入の中断があ っ た旨 を記載 し 、 こ れ を 返還す る も の

と す る 。

３ ． 第 ３ 条 第 ２ 項 、 第 ７ 条第 １ 項 、 第 ３ 項及び第 ４ 項 の規定は 、 掛金納入の中断につい

て準用す る 。

（掛金納入の再開の手続）

第 ２ ９ 条 共済契約者は 、 第 ２ ６ 条第 ２ 項 の掛金納入の再開の申込をす る と き は 、 被 共済

者の氏名及び変更後の掛金月額を記載 し た所定の書類に被共済者の同意印を取

付 けの う え 、 退 職金共済証及び第 ２ ６ 条 第 １ 項 各号に掲げ る事情が解消 し た こ と を

明 ら か に し た書類 を添付 し 、 こ れ を 中央会に提出 し な ければな ら ない 。

２．中央会は、掛金納入の再開の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し、再開後

の掛金月額を明らかにした退職金共済証を交付し、かつ、従前の退職金共済証に掛金納入

の再開があった旨を記載し、これを返還するものとする。

３．第３条第２項、第７条第１項、第３項及び第４項の規定は、掛金納入の再開について準用す

る。



第 ８ 章 管 理

（退職金共済の事務）

第 ３ ０ 条 退職金共済事業に関す る事務は 、 中央会におい て取扱 う 。

（会計処理）

第 ３ １ 条 中央会の退職金共済事業に関す る経理は 、 特別会計 と し て 区分 し て処理す る

も の と す る 。

（予算、決算等の議決）

第 ３ ２ 条 退職金共済事業に関す る事業計画 、 収支予算 、収 支決算 、貸 借対照表 、 財産

目録 、 事業報告書は 、 理 事会の議を経 る も の と す る 。

（掛金の運用）

第 ３ ３ 条 中央会は 、 掛金 と し て 払い込 まれ た金額 （ そ の運用に よ る 利益 を含む 。 ） か ら

退 職金共済事業を行 う 事務に要す る経費 と し て通常必要 な金額 を控除 し た残額は 、

被 共済者 を被保険者 と す る生命保険の保険料 （ 財務省令で定め る も の に限 る 。 ） と

し て 運用す る も の と す る 。

２ ． 前 項の資産は 、 こ れ を 担保に供 し 、 又 は貸付け る こ と が で き ない 。

（書類の備付及び閲覧）

第 ３ ４ 条 中央会は 、 第 ３ ２ 条 の書類 を事務所に備付けて置 き 、 共済契約者及び被共済

者がその書類の閲覧を求 めた と き は 、 正 当な理由な く こ れ を 拒んではな ら な い 。

（退職金共済審査会）

第 ３ ５ 条 中央会に 、 退 職金共済審査会 （ 以 下 「 審 査会 」 と い う 。 ） を 置 く 。

２ ． 審 査会は 、 別に審査会の権限 と し て定 めて い る 事項 につい て審査す る 。

３ ． 審 査会は 、 委員長及び ６ 人 以内の委員を も っ て組織す る 。

４ ． 審 査会の委員長及び委員は 、共 済契約者 、 従業員及び学識経験者の う ち か ら 理

事会の承認 を得て中央会会長が委嘱す る 。



第 ９ 章 雑 則

（報告等）

第 ３ ６ 条 中央会は 、 こ の規程に よ る 業 務の執行に必要 な限度におい て 、 共済契約者に

対 し て報告 を求め る こ と が で き る 。

２ ． 共 済契約者は 、 そ の氏名 、 名 称若 し く は 住所又は被共済者の氏名に変更があ っ た

と き は 、 その 旨 を中央会に届 け出な ければな ら ない 。

３ ． 共 済契約者は 、 第 ２ ２ 条第 ３ 項各号に該当す る事実が発生 し た と き は 、 遅 滞な く そ

の旨 を中央会に通知 し な け ればな ら ない 。

（退職金共済証の保管提示等）

第 ３ ７ 条 退職金共済証は 、 被共済者を雇用す る共済契約者が保管 し な ければな ら ない 。

２ ． 共済契約者は 、 被共済者か ら要求 があ っ た と き は 、 退職金共済証を提示 し な け れ

ば な ら ない 。

３ ． 共 済契約者は 、 被 共済者が退職 し た と き 又は共済契約が解除 され た と き は 、 や む

を得な い理由があ る 場合 を除 き 、 遅滞な く 退職金共済証を被共済者又はその遺族

に交付 し な ければ な ら な い 。

４ ． 共 済契約者は 、 退 職金共済証 を紛失 、 使用に堪え ない程度に汚損又は盗難若 し

く は 火災等に よ り 失 っ た と き は 、 遅 滞な く そ の旨 を中央会に届け出 なければ な ら な

い 。

（譲渡等の禁止）

第 ３ ８ 条 退職金又は解約手当金の支給 を受 け る権利は 、 譲 り 渡 し又 は担保に供 し て は

な ら ない 。

（退職金等の返還）

第 ３ ９ 条 偽 り そ の他不正の行為に よ り 退 職金又は解約手当金の支給を受 けた者が あ る

場合は 、 中央会は 、 その 者か ら当該退職金又は解約手当金を返還 さ せ る も の と す

る 。 こ の場合 におい て 、 そ の支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出に よ る



も の で あ る と き は 、 中央会は 、 支給 を受けた者 と 連帯 し て 当該共済契約者か ら退職

金又は解約手当金 を返還 さ せ る 。

（時 効）

第 ４ ０ 条 第 ４ 章におい て定め る 退職金又は第 ２ ４ 条 におい て定 め る 解約手当金を請求

す る権利は 、 そ の支払事由が発生 し た と き か ら ５ 年 間請求がない と き に消滅す る も

の と す る 。

（財政検証）

第 ４ １ 条 こ の退職金共済事業の決算におい ては 、 被 共済者数 、 退職金支払額 、資 産残

高等の推移 を も と に 、 現 在及び将来の財政状況を把握 し 、 財政検証 を行 わなけ れ

ば な ら ない 。

２ ． 前 項の財政検証の結果又は金利水準の変更 、 経済変動その他に よ り 、 こ の退職

金共済事業の健全な運営に大 き な 影響 を与え る と 判断 さ れ る 場合は 、 理事会の議

を経て 、 別表 の計算利率及び現価率等を改定す る も の と す る 。

（規程の変更及び廃止）

第 ４ ２ 条 こ の規程の変更及び廃止については 、 理事会の議を経 る も の と す る 。

附 則

（実施の時期）

こ の規程は 、 所得税法施行令第 ７ ４ 条 の承認 を受け た日 よ り 施 行す る 。

（改定実施の時期）

こ の規程は 、 平成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 よ り 一部改定実施す る 。



別表

（１口月額 1, 0 0 0 円 ）

掛金納入年数 年 金 月 額 退 職 一 時 金 額 死亡退職一時金額

年 円 円 円

1 11,410 21,410
2 23,110 33,110
3 35,100 45,100
4 47,390 57,390
5 560 59,990 69,990

6 680 72,900 82,900
7 800 86,130 96,130
8 930 99,700 109,700
9 1,060 113,610 123,610
10 1,190 127,860 137,860

11 1,330 142,470 152,470
12 1,470 157,440 167,440
13 1,610 172,790 182,790
14 1,760 188,530 198,530
15 1,910 204,650 214,650

16 2,070 221,180 231,180
17 2,230 238,130 248,130
18 2,390 255,500 265,500
19 2,560 273,300 283,300
20 2,730 291,540 301,540

21 2,900 310,250 320,250
22 3,080 329,420 339,420
23 3,270 349,060 359,060
24 3,460 369,200 379,200
25 3,650 289,850 399,850

26 6,880 411,010 421,010
27 3,850 432,690 442,690
28 4,260 454,920 464,920
29 4,470 477,710 487,710
30 4,690 501,060 511,060

31 4,920 525,010 535,010
32 5,150 549,540 559,540
33 5,380 574,700 584,700
34 5,620 600,480 610,480
35 5,870 626,900 636,900

36 6,130 653,990 663,990
37 6,390 681,750 691,750
38 6,650 710,210 720,210
39 6,930 739,380 749,380
40 7,210 769,280 779,280


